
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第１１回 運営委員会 次第 

日時 令和３年３月１７日（水）９：３０～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）次年度の総会について 

（２）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会
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(６) 松浪地区スポーツ少年団 

 

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 食生活改善推進団体 

 

(１５) 浜竹一丁目自治会 

 

(１６) 浜竹二丁目自治会 

 

(１７) 浜竹三丁目自治会 

 

(１８) 浜竹四丁目自治会 

 

(１９) 松浪一丁目自治会 

 

(２０) 松浪二丁目自治会 

 

(２１) 富士見町自治会 

 

(２２) LG富士見町自治会 

 

(２３) 常盤町自治会 

 

(２４) 緑が浜自治会 

 

(２５) 汐見台自治会 

 

(２６) 出口町自治会 
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(２７) ひばりが丘自治会 

 

(２８) 美住町自治会 

 

（２９）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

令和３年度定期総会：令和３年５月１９日（水）９時３０分～ 

総会終了後 第１回運営委員会 

※４月は運営委員会を開催しません。 

 

１４ 閉会 
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   令和３年 月  日 

松浪地区まちぢから協議会 

委員 各位 

 

松浪地区まちぢから協議会 

会長 前田 積 

 

 

令和３年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催について（通知） 

 

春暖の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、松浪地区まちぢから協議会の令和３年度定期総会を次のとおり開催いたしますので、ご多忙の

折恐縮ですが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。欠席される委員におかれましては、下欄

の委任状に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。なお、議長以外の委員に委任す

る場合には、委任する委員の氏名のご記入をお願い申し上げます。 

また、令和３年度も引き続き委員となる場合においても、変更の有無に関わらず、別紙の委員届出書

に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。委任状及び委員届出書ともに、５月１０

日（月）までにご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、各自治会及び各種団体の代表の変

更があった場合は、新代表に本通知及び委員届出書の引き継ぎをお願いいたします。また、総会当日は、

新代表の出席をお願いいたします。 

定期総会終了後、引き続き、運営委員会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し

上げます。 

  

１ 日 時  令和３年５月１９日（水）午前９時３０分より 

２ 場 所  松浪コミュニティセンター 

３ 議 事  同封の定期総会次第のとおり 

 

 

 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― キ リ ト リ ― ― ― ― ― ― ― ―  

 

委 任 状 

 

令和３年５月１９日開催の「令和３年度松浪地区まちぢから協議会定期総会」の決議等一切の事

項を（議長又は       委員）に委任いたします。 

令和３年  月  日 

住所                    

 

団体名                   

 

                     氏名                    

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 82－1111(代表) 

 

（案） 
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提出先：市民自治推進課　地域自治担当
　　　　電　話　0467-82-1111(代表)
　　　　ＦＡＸ　0467-87-8118
　　　　メール　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

4

※いただきました個人情報については、松浪地区まちぢから協議会に関すること以外には、使用い
たしません。

電話番号

メールアドレス5

ご住所 茅ヶ崎市

1

2

3

令和３年度 松浪地区まちぢから協議会
委員　届出書

ふりがな

お名前

所属団体の名称

役職の名称
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松浪地区まちぢから協議会 定期総会次第 （案） 

日時 令和３年５月１９日(水)午前９時３０分～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２        

 

茅ヶ崎市消防団第１２分団からの報告について 

 

１ 開会（副会長） 

 

２ 総会の定足数報告 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議長の選任について（副会長） 

 

５ 議事 

(1) 議事録署名人の選任 

 

(2) 議案第１号 令和２年度松浪地区まちぢから協議会事業報告 

 

(3) 議案第２号 令和２年度松浪地区まちぢから協議会決算報告 

 

（4）議案第３号 令和２年度松浪自治会館決算報告 

 

（5）議案第４号 令和２年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管理 

業務事業報告 

議案第５号 令和２年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管理 
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業務決算報告 

 

(6) 議案第６号 監査報告 

 

(7) 議案第７号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会役員の選任について 

 

(8) 議案第８号 松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員の選任について 

 

   (9) 議案第９号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会事業計画案 

 

議案第１０号 令和３年度松浪地区まちぢから協議会収支予算案 

 

(10) 議案第１１号 令和３年度 松浪自治会館収支予算案 

 

（11）議案第１２号 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ 

          指定管理業務事業計画案 

議案第１３号 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ 

指定管理業務収支予算案 

 (13) その他 

 

６ 閉会（副会長） 
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（案） 

令和３年  月  日  

 

松浪地区まちぢから協議会 

運営委員各位 

松浪地区まちぢから協議会  

会長 前田 積       

 

令和３年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催（書面表決）について（通知） 

 

日頃から協議会活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

当協議会の定期総会は例年５月に開催しておりますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和

３年４月１４日（水）の役員会にて協議を行い、令和３年度定期総会は書面表決とさせていただくことと

なりました。 

つきましては、別紙「令和３年度定期総会資料一式」をご確認のうえ、本紙の書面表決書にご署名及び

各議案への賛否をご記入いただき、令和３年５月１９日（水）必着で、書面表決書をメールにて返送また

は松浪コミュニティセンターまでご提出（郵便受け投函可）ください。 

議案の可決につきましては、ご提出いただいた書面表決書のうち、賛成が過半数を超えた場合に可決と

させていただきます。何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。なお、令和３年４月１４日（水）

に開催しました役員会において、各議案については審議済みであることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（書面表決書は別紙へ）  

  

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 82－1111(代表) 
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書面表決書（案）                            令和３年  月  日  

住   所                          

   団 体 名                          

氏名（自署）                         

私は令和３年度松浪地区まちぢから協議会定期総会における下記議案について、次のとおり表決します。 

議案番号 議         案 賛成 反対 備考 

第１号議案 令和２年度松浪地区まちぢから協議会事業報告    

第２号議案 令和２年度松浪地区まちぢから協議会決算報告    

第３号議案 令和２年度松浪自治会館決算報告    

第４号議案 令和２年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務事業報告 

   

第５号議案 令和２年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務決算報告 

   

第６号議案 監査報告    

第７号議案 令和３年度松浪地区まちぢから協議会役員の選任について    

第８号議案 令和３年度松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員の選任

について 

   

第９号議案 令和３年度松浪地区まちぢから協議会事業計画案    

第１０号議案 令和３年度松浪地区まちぢから協議会収支予算案    

第１１号議案 令和３年度 松浪自治会館収支予算案    

第１２号議案 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務事業計画案 

   

第１３号議案 令和３年度松浪コミュニティセンター・子どもの家なみっこ指定管

理業務収支予算案 

   

【意見】（※ご意見がありましたら、別紙等によりお書きください。） 

（注）１．各議案について、「賛成」・「反対」いずれかに○印で表示してください。 

２．「賛成」・「反対」の両方に○印がある場合および両方に○印がない場合には、その議案に 

ついて賛成とみなします。 
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令和３年度 松浪地区まちぢから協議会役員等の体制に関する基礎資料 

 

１．松浪地区まちぢから協議会【令和２年度就任時点】 ※次期改選対象が網かけ 

役職名 人数 氏  名 

会長 １ 前田 積（１期１年目） 

副会長 ２ 末松 一豊（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

松井 教（１期１年目） 

会計 ２ 杉本 誠（２期１年目） 刈間 昌仁（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

書記 ２ 朝岡 通光（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

佐々木 睦子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

監事 ４ 

菊池 紀子（３期１年目） 櫻井 武一（３期１年目） 

中井 汎（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

辻 俊子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

※議決区分は、総会 

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

２．松浪地区まちぢから協議会部会関係【令和２年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

市民安全部会部会長 白石 壽明（４年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

市民安全部会副部会長 野村 純二（５年目） 部会 ※部会による選任 

防災対策部会部会長 渡邊 勇次（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

防災対策部会副部会長 高橋 一紀（２年目） 部会 ※部会による選任 

自治会長部会部会長 松井 教 （１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪コミカフェ委員会委員長 原屋敷 典子（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪自治会館管理運営委員会会計 吉田 ひろみ（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪地区まちぢから協議会規約 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
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２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

・松浪コミカフェ管理運営委員会規約 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会委員が務める）  １名 

(2) 副委員長            １名 

(3) 会計              １名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の運営委員会で承認

を得る。 

３ 前項第３号の役員は、会員の中から選出し、コミカフェ委員会の定例会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

 

３．松浪コミュニティセンター管理運営委員会【令和２年度就任時点】 

役職名 氏 名 備考 

委員長（協議会会長兼務） 前田 積（１期１年目） 館長※地域集会施設連絡会出席 

副委員長 松井 教（１期１年目） ※地域集会施設連絡会出席 

副委員長（松浪コミカフェ管理

運営委員会委員長兼務） 

原屋敷 典子（１期１年目）  

会計（協議会会計兼務） 杉本 誠（２期１年目）  

常任委員 朝岡 通光（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

 

常任委員 佐々木 睦子（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

 

＊議決区分は総会 

＊委員長及び会計は、松浪地区まちぢから協議会会長及び会計が務める。 

 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪コミュニティセンター管理運営委員会規約 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会会長が務める）１名 

(2) 副委員長          ２名 

(3) 会計（協議会会計が務める） １名 

(4) 常任委員          ２名 

２ 前項第２号及び第４号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の総会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 
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案　件　名 応　募　期　間 担当課

1

茅ヶ崎市公衆浴場法施行
条例及び同施行細則並び
に茅ヶ崎市旅館業法施行
条例及び施行細則の一部
改正について（素案）

令和３年３月１５日（月）から
　　 　 ４月１４日（水）まで

保健所衛生課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当
　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　　公衆浴場及び旅館業の施設に関する衛
生措置基準等を条例で定めています。今
般、公衆浴場における衛生等管理要領等が
改正されたことから、地域の実情を踏まえ
た条例・規則の改正について「茅ヶ崎市公
衆浴場法施行条例及び同施行細則並びに
茅ヶ崎市旅館業法施行条例及び施行細則の
一部改正について（素案）」を取りまとめ
ました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は３月１０日現在の予定であり、実施す
る際には、若干、変更になる可能性がございます。

令和３年３月１０日

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課
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新型コロナワクチンに関するご相談窓口

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種にあたっては、様々な相談体制を

確保しております。

ワクチン接種に関するお問合せの際は、下記のコールセンターをご利用ください。

0570-022-028
茅ヶ崎市 新型コロナワクチンコールセンター

※通話料はお客様負担となりますのでご注意ください。

受付時間 ： 9時～18時 開設日 ： 月曜～土曜
（日曜・祝日休み）

【主な相談内容】
・ワクチンに関する問合せ
・ワクチン接種の予約対応（※予約は案内がお手元に届いた後となります。）

0120-761-770
厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

受付時間 ： 9時～21時 開設日 ：平日、土日、祝日

【主な相談内容】
・コロナワクチン施策の在り方等に関する問い合わせ

0120-146-744
ファイザー 新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル

受付時間 9時～20時

【主な相談内容】
・ワクチンに係る個別具体的な問合せ

開設日 ： 月曜～土曜
（日曜・祝日休み）

◆ 治療中（投薬中）の病気や持病等がある方は、

あらかじめ主治医に相談してください。
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――茅ケ崎駅南口駅前広場上屋建築工事のお知らせ―― 
 

令和３年３月１０日 

まちぢから協議会連絡会委員 様                                 １０．平 面 図 

茅ヶ崎市建設部建築課        

道路建設課 

    

 日頃より、茅ケ崎市の公共事業にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

この度、茅ケ崎駅南口広場においてバス停上屋建築工事を実施する事になりました。 

 工事の施工に際しましては、関係機関と打合せの上、事故が無いように施工するとともに、 

工事の進行に伴いご不便をお掛けすると思いますが、何卒、ご理解・ご協力のほどよろしく 

お願いいたします。 

                  記 

１．工 事 件 名：茅ケ崎駅南口駅前広場上屋建築工事  

２．工 事 内 容：本工事は、茅ケ崎駅南口駅前広場にある、既存の歩廊の一部を撤去し、 

新たに設置する工事となります。 

３．場   所：茅ヶ崎市元町５６７２番２の一部外５４筆 

４．契 約 期 間：令和２年１２月１日 ～ 令和３年７月３１日（予定）              

５．工 事 期 間：令和３年 ４月１日 ～ 令和３年７月３１日（予定） 

６．施 工 時 間：午前８：００～午後５：００まで（平日・土曜日） 

         （また、一部の工種においては、夜間工事を予定しております。） 

７．バスのりば変更：工事の施工に伴い、神奈川中央交通㈱のバスのりばの位置が変更する 

ことになります。変更場所については、裏面の施工ステップ図を参照 

してください。                              １１．現況写真・完成イメージ図 

８．問い合わせ先：発注者 

茅ヶ崎市役所建設部建築課  担当 中村  ℡82-1111（内 1341）          

                 道路建設課  担当 長谷川 ℡82-1111（内 1331） 

          施工者 

          湘 南 渡 邊 株 式 会 社  担当 小山内 ℡87-3232 

９．工 程 表：   

 

 

 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

事前準備         

鉄骨・屋根作成期間         

解体工事         

上屋設置工事         

その他工事         

現況写真 完成イメージ図 

　　　令和３年３月１０日
まちぢから協議会連絡会　資料３
　建設部　道路建設課
　　　　　建築課
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誘導員

誘導員

誘導員

誘導員

誘導員

誘導員
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令和３年３月 日  

 

○○自治会長 様 

 

日本赤十字社神奈川県支部  

茅ヶ崎市地区長 佐藤 光  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

令和３年度赤十字会員増強運動に対するご協力並びに資材配付について（依頼） 

 

 日頃より、赤十字事業につきまして、格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 また、昨年度の赤十字会員増強運動（事業資金の募集運動）の実施に際しましては、コロナ禍にあり

ながら多大なご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、毎年５月は、赤十字会員増強運動月間となっております。ご多用中とは存じますが、本年度も

赤十字会員増強運動について特段のご支援とご協力を賜りたく、次の日程によりお願いと説明を兼ねて、

赤十字会員増強運動関係の資料と資材をお届けしたいと存じますのでご協力をお願い申し上げます。 

 なお、資材の数に変更がある際には恐れ入りますが、４月９日（金）までに下記の事務担当までお知

らせくださるようお願い申し上げます。 

 また、自治会長様に変更があった場合は、誠にお手数をお掛けいたしますが、新しい自治会長様に引

き継いでくださいますことを併せてお願い申し上げます。 

 

１ 赤十字会員増強運動の実施期間 ５月１日（土）～５月３１日（月） 

２ 自治会長宅への訪問期間 ４月１９日（月）から４月２３日（金）までの間 

３ 資料、資材の配付予定の内訳 

資料、資材 数量 備考 

実施要領 1枚  

パンフレット 1枚  

委嘱状 1枚  

チラシ ○枚  

受領証 ○冊 1冊 10枚綴り 

門標 ○個 希望者にお渡しください。 

ポスター ○枚  

※内訳には前年度送付した数を記載しております。 

事務担当 茅ヶ崎市福祉部福祉政策課  

福祉政策担当    

電  話 ８２－１１１１内線３２２１～３ 

令和３年３月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料４ 

福祉部 福祉政策課 
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令和３年度における安全対策課としての事業の考え方ついて 

 

 財政健全化緊急対策においてゼロベースでの再構築及び新型コロナウイルス感染症の拡 

大防止を最優先に考慮した啓発活動が求められています。 

そのような中で、令和３年度における安全対策課としての事業の考え方として、市全体

（家庭、学校、職場、地域等）が一体となり交通安全対策を推進するべく、各々の主体に

向けて研修等行うなど交通安全面での育成を行っていくほか、地域の交通安全意識の向上

に努めていけるように、次のとおり事業の考え方とします。 

 

１ 事業内容 

（１）交通安全教室 

   ア 『交通安全教室』：保育園、幼稚園、小学１、２年生、中学校、高校等 

    ◆令和３年度以降◆  

    例年どおりの交通安全教室は出来ません。 

    新たに学校・地域の皆さんと共催実施する形として 

実施します。 

新たに教室指導する方に対して、事前に説明資料 

（マニュアルなど）や動画（YouTube）などにおいてサポートします。 

   イ 『交通安全教室（児童の登下校時の誘導・見守り等）』：地域、学校・ＰＴＡ、校外委員等 

 ◆令和３年度以降◆ 

  例年どおりの交通安全教室は出来ません。 

  児童の見守りなど地域等で、交通安全を担っていただいている各団体に向けて、

説明資料（マニュアルなど）や動画（YouTube）などにおいて、交通安全面で

の育成や地域等の交通安全意識の向上に努めます。 

〇 関連部局 教育推進部 学校教育指導課、保育課、子育て支援課 

令和３年３月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料５ 

市民安全部 安全対策課 
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（２）通学路等における安全対策

ア 『通学路改善要望』：（看板、ステッカー購入枚数 R１:30枚、R2:30枚、R3：0枚）

◆令和３年度以降◆

安全対策課では注意喚起看板、路面の

ステッカーを対応策として用意してま

したが、今後は原則出来ません。 

イ 『通学路表示板（文マーク）』：（R１:247枚、R2:184枚、R3：0枚）

通学路上の東電柱に３０㎝ほどの長方形の表示板を設置してる。 

全校の通学路上にあり市内で約２千枚。８年の耐用年数と 

なっており、各校を８年順番に交換している。 

◆令和３年度以降◆

交換不可となります。

ウ 『道路交通環境の整備等』：

路面標示（「スクールゾーン」の標示、グリーンベルト、カラー舗装、減速標示

（「速度おとせ」など）、Ｔ字路標示・十字路標示）やガードレール、カーブミラー

などについては、より必要性等の判断は厳しくなる見込みです。 

★ 上記内容等を踏まえて、通学路における要望書等を見直しや関係課でのフロー

の共有化など必要であり現在調整しております。 

〇 関連部局 教育推進部 教育総務部 学務課 建設部 道路管理課 

（３）防犯活動推進事業（R2貸与実績：ベスト・80個、腕章：50個、帽子：50個）

防犯活動貸与物品（ベスト、腕章、帽子）は、在庫がなくなるまでは貸与は引き続

き対応します。 
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